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１．意思決定支援の定義
意思決定支援とは、自ら意思を決定することに困難を抱える障害者が、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を

送ることができるように、可能な限り本人が自ら意志決定できるよう支援し、本人の意思の確認や意思及び選好を推定し、支援を尽く
しても本人の意思及び選好の推定が困難な場合には、最後の手段として本人の最善の利益を検討のために事業者の職員が行う支援の行為及
び仕組みをいう。
２．意思決定を構成する要素
（１）本人の判断能力

障害による判断能力の程度は、意思決定に大きな影響を与える。意思決定を進める上で、本人の判断能力の程度について慎重な
アセスメントが重要。

（２）意思決定支援が必要な場面

（３）人的・物理的環境による影響
意思決定支援は、本人に関わる職員や関係者による人的な影響や環境による影響、本人の経験の影響を受ける。

Ⅱ 総 論

○ 障害者総合支援法においては、障害者が「どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保」される旨を規定し、指定事業者や指
定相談支援事業者に対し、「意思決定支援」を重要な取組として位置付けている。

○ 今般、意思決定支援の定義や意義、標準的なプロセスや留意点を取りまとめたガイドラインを作成し、事業者や成年後見の担い手を
含めた関係者間で共有することを通じて、障害者の意思を尊重した質の高いサービスの提供に資することを目的とするもの。

Ⅰ 趣 旨

「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の概要

「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-hakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000159854.pdf
「厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/)」→「障害者福祉」→「施策情報」
平成27年度障害者総合福祉推進事業「意思決定支援ガイドライン作成に関する研究」(日本発達障害連盟)

http://www.jldd.jp/activities/research/
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３．意思決定支援の基本的原則
（１）本人への支援は、自己決定の尊重に基づき行うことが原則である。本人の自己決定にとって必要な情報の説明は、本人が理解でき

るよう工夫して行うことが重要である。
（２）職員等の価値観においては不合理と思われる決定でも、他者への権利を侵害しないのであれば、その選択を尊重するよう努める姿

勢が求められる。
（３）本人の自己決定や意思確認がどうしても困難な場合は、本人をよく知る関係者が集まって、本人の日常生活の場面や事業者のサー

ビス提供場面における表情や感情、行動に関する記録などの情報に加え、これまでの生活史、人間関係等様々な情報を把握し、根
拠を明確にしながら障害者の意思及び選好を推定する。

４．最善の利益の判断
本人の意思を推定することがどうしても困難な場合は、関係者が協議し、本人にとっての最善の利益を判断せざるを得ない場合があ

る。最善の利益の判断は最後の手段であり、次のような点に留意することが必要である。
（１）メリット・デメリットの検討

複数の選択肢からメリットとデメリットを可能な限り挙げ、比較検討して本人の最善の利益を導く。
（２）相反する選択肢の両立

二者択一の場合においても、相反する選択肢を両立させることを考え、本人の最善の利益を追求する。（例えば、食事制限が必要
な人も、運動や食材等の工夫により、本人の好みの食事をしつつ、健康上リスクの少ない生活を送ることができないか考える場合
等。）

（３）自由の制限の最小化
住まいの場を選択する場合、選択可能な中から、障害者にとって自由の制限がより少ない方を選択する。また、本人の生命・身体
の安全を守るために、行動の自由を制限せざるを得ない場合でも、他にないか慎重に検討し、自由の制限を最小化する。

５．事業者以外の視点からの検討
事業者以外の関係者も交えて意思決定支援を進めることが望ましい。本人の家族や知人、成年後見人、ピアサポーター等が、本人に

直接サービス提供する立場とは別の第三者として意見を述べることにより、多様な視点から本人の意思決定支援を進めることができる。
６．成年後見人等の権限との関係

意思決定支援の結果と成年後見人等の身上配慮義務に基づく方針が齟齬をきたさないよう、意思決定支援のプロセスに成年後見人
等の参画を促し、検討を進めることが望ましい。

１．意思決定支援の枠組み
意思決定支援の枠組みは、意思決定支援責任者の配置、意思決定支援会議の開催、意思決定の結果を反映したサービス等利用

計画・個別支援計画（意思決定支援計画）の作成とサービスの提供、モニタリングと評価・見直しの５つの要素から構成される。
（１）意思決定支援責任者の配置

意思決定支援責任者は、意思決定支援計画作成に中心的にかかわり、意思決定支援会議を企画・運営するなど、意思決定支援
の仕組みを作る等の役割を担う。サービス管理責任者や相談支援専門員が兼務することが考えられる。

（２）意思決定支援会議の開催
意思決定支援会議は、本人参加の下で、意思決定が必要な事項に関する参加者の情報を持ち寄り、意思を確認したり、意思及び

選好を推定したり、最善の利益を検討する仕組み。「サービス担当者会議」や「個別支援会議」と一体的に実施することが考えられる。
（３）意思決定が反映されたサービス等利用計画や個別支援計画（意志決定支援計画）の作成とサービスの提供

意思決定支援によって確認又は推定された本人の意思や、本人の最善の利益と判断された内容を反映したサービス等利用計画や
個別支援計画（意思決定支援計画）を作成し、本人の意思決定に基づくサービスの提供を行うことが重要である。

Ⅲ 各 論
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１．日中活動プログラムの選択に関する意思決定支援 ２．施設での生活を継続するかどうかの意思決定支援
３．精神科病院からの退院に関する意思決定支援

Ⅳ 意思決定支援の具体例

意思決定が必要な場面 ・サービスの選択 ・居住の場の選択 等 本人が自分で決定できるよう支援
自己決定が困難な場合

○本人の意思決定に関する情報の把握方法、意思決定支援会議の開催準備等
○アセスメント ・本人の意思確認 ・日常生活の様子の観察 ・関係者からの情報

収集・本人の判断能力、自己理解、心理的状況等の把握・本人の生活史等、
人的・物理的環境等のアセスメント・体験を通じた選択の検討 等

意思決定支援責任者の選任
とアセスメント
相談支援専門員・サービス管理責任者
兼務可

意思決定支援会議の開催
サービス担当者会議・個別支援会議
と兼ねて開催可

本人・家族・成年後見人等・意思決定支援責任者・事業者・関係者等による情報交
換や本人の意思の推定、最善の利益の判断

意思決定の結果を反映したサービス等利用計画・個別支援計画
（意思決定支援計画）の作成とサービスの提供、支援結果等の記録

支援から把握される表情や感情、行動等か
ら読み取れる意思と選好等の記録

意
思
決
定
に
関
す
る

記
録
の
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク

○ 意思決定支援の流れ

（４）モニタリングと評価及び見直し
意思決定支援を反映したサービス提供の結果をモニタリングし、評価を適切に行い、次の支援でさらに意思決定が促進されるよう見
直すことが重要である。

２．意思決定支援における意思疎通と合理的配慮
意思決定に必要だと考えられる情報を本人が十分理解し、保持し、比較し、実際の決定に活用できるよう配慮をもって説明し、決定し
たことの結果起こり得ること等を含めた情報を可能な限り本人が理解できるよう、意思疎通における合理的配慮を行うことが重要である。

３．意思決定支援の根拠となる記録の作成
意思決定支援を進めるためには、本人のこれまでの生活環境や生活史、家族関係、人間関係、嗜好等の情報を把握しておくことが必
要である。家族も含めた本人のこれまでの生活の全体像を理解することは、本人の意思を推定するための手がかりとなる。
４．職員の知識・技術の向上
職員の知識・技術等の向上は、意思決定支援の質の向上に直結するものであるため、意思決定支援の意義や知識の理解及び技術等
の向上への取組みを促進させることが重要である。
５．関係者、関係機関との連携
意思決定支援責任者は、事業者、家族や成年後見人等の他、関係者等と連携して意思決定支援を進めることが重要である。協議会
を活用する等、意思決定支援会議に関係者等が参加するための体制整備を進めることが必要である。
６．本人と家族等に対する説明責任等
障害者と家族等に対して、意思決定支援計画、意思決定支援会議の内容についての丁寧な説明を行う。また、苦情解決の手順等の
重要事項についても説明する。意思決定支援に関わった関係者等は、業務上知り得た秘密を保持しなければならない。
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１ 障害者総合支援法改正
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１ 制度改正及び障害福祉サービス等報酬改定の概要
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相談支援従事者養成研修（法定研修）について

■ 研修体系
□ 初 任 ： 相談支援専門員としての配置を希望する方が受講

□ 現 任 ： 初任者研修修了後5年ごとに受講

□ 主 任 ： 地域の中核的な役割（人材育成・困難事例対応 等）を担う相談支援専門員が受講

■ 研修内容
□ 厚生労働省「相談支援従事者研修事業実施要綱」において、標準的な研修カリキュラムが

示されており、この内容以上のものを各都道府県において実施することとされている。

※ 国が行う相談支援従事者指導者養成研修を修了した者を中心として実施

相談支援従事者
「初任者」研修
受講予定者

初任者研修修了
５年目

相談実務経験
5年以上等

相談支援従事者
「初任者」研修

相談支援従事者
「現任」研修

相談支援従事者
「現任」研修

初任者研修修了
10年目

「主任」相談支援専門員
養成研修

配置 配置配置
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相談支援従事者研修の受講サイクル

□ 初任者研修の修了に伴い振り分けられた
5年間のサイクルは、以降の現任研修修了年度
がサイクル内のいずれの年度であっても、変わる
ことはありません。（更新切れの場合を除く。）

□ 主任研修修了者は、現任研修を修了したもの
とみなされます。

主任研修の修了年度に関わらず、上記の5年
間の受講サイクルは変わりません

（主任研修修了者においても次の5年サイクルの
間に現任研修の受講が必要）。

「初任者」研
修

修了年度 1回目 2回目 3回目 4回目

平成17年度 平成22年度 平成27年度 令和2年度 令和7年度

平成18年度 平成23年度 平成28年度 令和3年度 令和8年度

平成19年度 平成24年度 平成29年度 令和4年度 令和9年度

平成20年度 平成25年度 平成30年度 令和5年度 令和10年度

平成21年度 平成26年度 令和元年度 令和6年度 令和11年度

平成22年度 平成27年度 令和2年度 令和7年度 令和12年度

平成23年度 平成28年度 令和3年度 令和8年度 令和13年度

平成24年度 平成29年度 令和4年度 令和9年度 令和14年度

平成25年度 平成30年度 令和5年度 令和10年度 令和15年度

平成26年度 令和元年度 令和6年度 令和11年度 令和16年度

平成27年度 令和2年度 令和7年度 令和12年度 令和17年度

平成28年度 令和3年度 令和8年度 令和13年度 令和18年度

平成29年度 令和4年度 令和9年度 令和14年度 令和19年度

平成30年度 令和5年度 令和10年度 令和15年度 令和20年度

令和元年度 令和6年度 令和11年度 令和16年度 令和21年度

令和2年度 令和7年度 令和12年度 令和17年度 令和22年度

令和3年度 令和8年度 令和13年度 令和18年度 令和23年度

令和4年度 令和9年度 令和14年度 令和19年度 令和24年度

令和5年度 令和10年度 令和15年度 令和20年度 令和25年度



令和５年度 兵庫県主任相談支援専門員養成研修 実施要項（抜粋）
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１ 目的
障害者等の意向に基づく地域生活を実現するために必要な保健、医療、福祉、就労、教育などのサービスの総合的かつ適切な利用支援等

の援助技術を向上させ、困難事例に対する支援方法について修得させるとともに、地域の相談支援体制において、地域課題についての協議や
相談支援に従事する者への助言・指導等を実施するなど中核的な役割を担う人材の養成を図ることを目的とする。

２ 実施主体
兵庫県の委託を受けて、社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団が実施

３ 兵庫県における主任相談支援専門員の役割
(1) 市町自立支援協議会に参画し、地域課題や相談支援体制について協議し、相談支援従事者への指導・助言を行うとともに、地域の研修

の企画運営及び講師として参画する。

(2) 兵庫県相談支援従事者初任者研修及び現任研修で行う実習を受け入れ、受講生への指導・助言を行う。

(3) 兵庫県が実施する相談支援専門員養成研修の企画運営及び講師として参画する。

４ 研修対象者
障害者等への相談支援業務に関して、十分な知識と経験を有する、相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員で、以下のいずれ

かの要件を満たす者。

①基幹相談支援センター又はそれに準ずる機能を有する相談支援事業所等において現に相談支援に関する指導的役割を担っていること。

②都道府県における相談支援従事者研修又はサービス管理責任者研修において研修の企画に携わっていること又は講義若しくは演習に講師
として携わっていること。

③その他、相談支援専門員の業務に関して十分な知識と経験を有する者であり、兵庫県又は市町が適当と認める者であること。

＜令和６年度の主任相談支援専門員養成研修は実施見送り（隔年開催）＞
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相談支援従事者養成研修（法定研修）について

■ 皆さまにお願いしたいこと

□ 法定研修への参画（企画構成委員・ファシリ）
相談支援専門員のさらなる確保・質向上に向け、参画の重要性についてご理解いただき、
積極的なご協力をお願いしたい。

＜企画構成委員＞

✓内容検討からテキスト作成、当日の講義・進行等まで、研修運営の全てを担う中心的存在

✓各研修ごと、年度ごとに委嘱 （初任・現任・主任ごとに３～５名程度）

✓圏域コーディネーターが中心となって運営 → 主任相談支援専門員の参画へ

＜演習講師（ファシリテーター）＞ ★受講定員確保にあたり極めて重要

✓各グループごとに配置し、演習の趣旨を捉えた円滑な進行を支援するために不可欠な存在

✓各研修ごと、年度ごとに委嘱 （初任・現任ごとに延べ200名程度）

✓主任相談支援専門員の方を中心に、地域で活躍されている現任の方も含めお声がけ


